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（１）姓　
（２）名　
（３）現住所
（４）旅券番号
（５）国籍
（６）生年月日（日／月／年）（西暦下2桁）
（７）性別
（８）フィジーでの滞在先
（９）職業　
（10）便名（入国）
（11）乗機地

（12）フィジーからの出国予定日
（13）訪問目的

（14）姓
（15）生年月日
（16）名
（17）便名（出国）
（18）旅券番号
（19）10,000フィジードル相当額以上の
　　 現金・有価証券を持ち込みますか？

  



発熱

＜税関＞

＜検疫＞

嘔吐 下痢

01 OCT 20XX

頭痛咳

＜税関＞
以下のものを所持していますか。

(１)持込不可とされているもの（薬物、武器(銃や護身用のものも
　  含む)、 飛び出しナイフ、剣、ワイセツなものまたは印刷物）
(２)17才以上：１人につき250gを超えるタバコ製品（紙巻タバ
　                    コの場合は250本）
(３)17才以上：１人につき２.25リットルを超える蒸留酒又は
　 　　　　　 4.5リットルを超えるワイン、ビール
(４)商業目的の物品（販売、貸出、購入、交換を目的とした
     サンプルや商品など）
(５)プロ用または技術用機器
(６)総額1,000フィジードルを超えるその他の物品
　　（通常所持することが妥当な使用中の身のまわり品を除く）
(７)10,000フィジードル相当額を超える通貨又は有価証券

＜検疫＞虚偽の記載は罰金の対象となる
（１）生、調理済、乾燥、加工等いかなる種類の食品

※植物、果物、野菜、種子、木の実、わら、竹、木材、手芸品
※菓子類も含む

（２）動物、爬虫類、魚類（生、冷凍、乾燥したもの）、鳥類、
　　動物製品（肉、乳製品、皮、羽毛、骨、卵、貝、ハチミツ、
　　ハチ製品）
（３）ワクチン、培養物、血液、生死を問わず昆虫または菌類、
　　その他あらゆる種類の生物学的標本
（４）動物、魚、植物の飼育、捕獲・採取等に使用した道具類
　　（馬具・ハチの飼育用品等を含む） 
（５）土、岩石、土壌、鉱物のサンプル、農場で使用した道具、
　　使用済みのテント・キャンプ用品・自転車・ゴルフクラブ・
　　靴など、水
（６）過去30日間に外国で農場、森林、家畜がいる場所、屠殺場、
　　食肉加工場などに行きましたか
（７）聖水を所持していますか
（８）遺骨（灰）を所持していますか
（９）10日以内に中央アフリカ、中米、東南アジア、パプアニュー    
　　ギニア、バヌアツ、ソロモン諸島を訪問しましたか
（10）次の症状がありますか

　

（１）署名
（２）入国日

  


